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劇箇豊聖巳に三■工ニ  マスク替用の必要がない場面
(小学校から高校段階)

‐11.. ・ .: ・ 人との距雛が確保できる場合
0人との距離が確保できな<ても、
会話をほとんど行わないような場合

<例 >離れて行う運動や饉臥
皇二2二など密にならない外遊び

<例 >屋外で行う教育活動 (塵然観塞・昼生活動等)

|_.1・ 1.・・ .

0人との距離が確保でき、
会話をほとんど行わないような場合

<例 >個人コ面:⊃読晏璽壺撤NE」つ1里:2左12豆lこ重越雲

屋外の運動場に限らず、
プールや屋内の体育館等を含め、体育の授業や運動部活動、登下校の際
※運動部活動において接触を伴う活動を行う場合に1よ 各競技団体が作成するガイドライン等を確認しましょう

※活動中以外の練習場所や更爽馨象 食事や集国での移動を行う場合|よ 状況に応じて、マスク着用を含めた感染対策を徹

底しましょう

高齢の方と会う時や病院に行<時|よ マスクを着用しましよう:

保育所 。認定こども園・幼稚園等の

艶整1型五五整【 2歳未満
マスクの着用は推奨しません。

2歳以上の就学前の子ども

他者との距離にかかわらず、マスク着用を一律には求めて

いません。マスクを着用する場合は、保護者や周りの

大人が子どもの体調に十分注意した上で着用しましょう。

新型コロナウイルス
感染症予防のために
(厚生労働省HP) 厚生労働省

√ 新型コロナウイルスに関連した感

染症対策に関する対応について :

幼小中高。キ調膠麹甦詢交J増する情報
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